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I  医療を取り巻く環境 

１.国の医療行政の方向性調査 

（１）国の医療制度の動向 

少子高齢社会の進展に伴い、年金や医療、介護などの社会保障費は、毎年急激に増加し

ており、国・地方の財政の大きな部分を占めている。その一方で、かつてのような高い経

済成長率が望めなくなったことから税収は歳出に対して大幅に不足する状況となり、現在

では国の歳入の約4割は国債に依存した状況になっています。 

また、団塊の世代（昭和22（1947）年～昭和24（1949）年に出生）が75歳以上となる平

成37（2025）年度には、平成24（2012）年度に109.5兆円であった年金、医療、介護等の社

会保障給付費は、148.9兆円になると予想されています。 

このようなことから、国は社会保障制度を将来にわたり継続維持していくため各種の施

策や制度改革に取り組むとともに、財源の確保については、平成24年2月に「社会保障・税

一体改革大綱」が閣議決定され、財源確保策として、消費税を段階的に10％に引き上げる

こととしました。 

少子高齢化社会のより一層の進展を踏まえ、いわゆる2025年問題の対応に向けて、平成

26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律」（医療介護総合確保推進法）が成立しました。これにより、医療法の一部

改正が平成27年4月から施行され、各都道府県において、地域医療構想を策定することとな

りました。 

医療・介護サービスの提供においては、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、

地域包括ケアシステムの構築といった医療・介護サービス体制の改革が急務となっていま

す。 
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の圧迫

少子高齢社会の進展
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（２）厚生労働省の主な政策動向 

１）施策の体系 

少子高齢化社会のより一層の進展を踏まえ、いわゆる2025年問題に向けて、国、都道府

県、市町村、各病院の対応が必要となるため、各種制度が施行されておりますが、各制度

の関連は下図のようになります。 

この各種制度における新公立病院改革プランの目的は、公・民の適切な役割分担の下、

地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営の下で

へき地医療・不採算医療や高度・先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担っていく

ことができるようにすることにあります。 

都道府県が策定する地域医療構想については、推計年が平成37 年（2025年）であること

から、新公立病院改革プランに基づく取り組みは、そこに至るまでの段階の１つです。公

立病院の具体的な将来像とは、平成37年（2025 年）における当該病院の姿であり、新改革

プランに基づく取組はその実現に資するものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

患者需要

医療提供者

診療報酬改定

介護報酬改定

医療計画

介護保険事業計画

地域医療構想

新公立病院改革プラン

環
境

医
療
介
護
関
連
制
度

第６次計画第６次計画第６次計画第６次計画 第７次計画第７次計画第７次計画第７次計画

第５次計画第５次計画第５次計画第５次計画 第６次計画第６次計画第６次計画第６次計画 第７次計画第７次計画第７次計画第７次計画

病床報告病床報告病床報告病床報告 地域医療構想策定地域医療構想策定地域医療構想策定地域医療構想策定 進捗管理および適宜見直し進捗管理および適宜見直し進捗管理および適宜見直し進捗管理および適宜見直し

診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定

介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定 介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定

診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定

改革プラン策定改革プラン策定改革プラン策定改革プラン策定 改革プラン実行改革プラン実行改革プラン実行改革プラン実行

診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定 診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定

介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定

進捗管理および適宜見直し進捗管理および適宜見直し進捗管理および適宜見直し進捗管理および適宜見直し

医
療
需
要
の
ピ
ー
ク

患者需要増加患者需要増加患者需要増加患者需要増加

医療提供者の減少（生産労働人口の減少）医療提供者の減少（生産労働人口の減少）医療提供者の減少（生産労働人口の減少）医療提供者の減少（生産労働人口の減少）

地域包括ケアシステムの構築を推進

地域医療構想に基づき改革プラン作成

平成19年12月

公立病院改革ガイドライン

（平成21年度から5年間を標準）

一定の成果が

上がったが、

自治体病院を

取り巻く環境

は依然として

厳しいため、

引き続き改革

が必要

人口減少・少子高齢化の急速な進展

医療需要の変化

地域ごとに適切な医療提供体制の再構築の必要性

平成27年3月

新公立病院改革ガイドライン（平成32年度まで）

・経営効率化

・再編ネットワーク

・経営形態の見直し

・地域医療構想を踏まえた役割の明確化

平成26年6月

医療介護総合確保推進法

・地域医療構想の策定

平成27年3月

医療法改正

病床機能報告制度

地域医療構想の策定

（保健医療計画の一部）

地域医療構想（平成28年3月）

地域における役割の明確化

・医療介護総合確保法に基づく県計画

・介護保険事業支援計画
平成27年3月

地域医療構想 ガイドライン

平成27年6月

第５回医療・介護情報の活用による改

革の推進に関する専門調査会

推計結果（途中経過）

整合
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２）地域医療構想の策定 

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）が成立し、これにより、医療法の一部

改正が平成27年4月から施行され、各都道府県において、地域医療構想を策定することとな

りました。 

地域医療構想は、公立病院・民間病院を含めた各地域の医療提供体制の将来の目指すべ

き姿を示すものです。そのため、公立病院改革プランと地域医療構想は、地域において必

要な医療提供体制の確保を図る目的を共有する必要があり、公立病院改革プランは、地域

医療構想の検討及びこれに基づく取組と整合的に推進していくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働省ホームページより】 
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３）急性期病床数の将来的見通し 

医療法の改正により、病床については、一般及び療養病床を高度急性期、急性期、回復期、

慢性期に分け、病状に見合った患者を受け入れるよう機能再編を行い、医療資源の効果的な

運用を図る方針が示されました。 

平成28年度の診療報酬改定では、中央社会保険医療協議会において議論がなされ、平成27

年6月に、社会保障制度改革推進本部における医療・介護情報の活用による改革の推進に関す

る専門調査会において、「現在全国で約140万床ある病床数を、2025年度までに約15万床から

約20万床程度削減すべき」との報告書が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会 第１次報告（平成27年6月15日） 
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（３）自治体病院を取り巻く環境 

平成19年12月に公表された「公立病院改革ガイドライン」による各病院の公立病院改革

プランに基づく再編・ネットワーク化や経営形態の見直しに取り組む病院が大幅に増加す

るとともに、経常損益が黒字である病院の割合が公立病院改革プラン策定前の約3割から約

5割にまで改善するなど一定の成果を上げました。 

しかし、依然として医師不足等の厳しい環境が続いていることから、引き続き経営効率

化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しとの視点に立った改革を継続し、地域にお

ける良質な医療を確保していく必要があるため、平成27年3月に「新公立病院改革ガイドラ

イン」が成立・公表されました。 

当該「新公立病院改革ガイドライン」では、平成28年度中に新公立病院改革プランを策

定することが定められ、策定年度あるいはその次年度から平成32年度までの期間を対象と

して、これまでの「経営効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」に、

「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を加えた4つの視点に立って改革を進めることを

求めています。 

地域医療構想を踏まえた役割の明確化は、公立病院に期待される主な機能を具体的に例

示すれば、①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医

療の提供、②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提

供、③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高

度・先進医療の提供、④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能などが

挙げられております。 

また、公立病院の立地条件や求められる医療機構の違いを踏まえつつ、①地域医療構想

を踏まえた当該病院の果たすべき役割、②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべ

き役割、③一般会計負担の考え方、④医療機能等指標に係る数値目標の設定、⑤住民の理

解を明確にすることが求められております。 

 

 

（４）青森県の医療行政の動向 

 

１）青森県保健医療計画 

青森県では、平成元年4月に「青森県保健医療計画」を策定しましたが、高齢社会の進展に

伴う疾病構造の変化や介護ニーズの増大、医療技術の高度化、県民の保健医療に求める内容

の多様化など、保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており、全ての県民が、適切な保健・

医療・福祉サービスの提供を受けられる環境を整備していくことが必要となり、平成25年4

月に「青森県保健医療計画」の大幅な見直しを行いました。 

従来の青森県保健医療計画に定められていた、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４

疾病、救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療、へき地医療の５事業に加え、精神疾患

及び在宅医療についても医療連携体制を定めたほか、それぞれの疾病・事業において、公的

統計等を用いた指標等に基づき、地域の医療提供体制の現状を分析し、課題を抽出し、この

課題解決のための数値目標を定め、目標達成のために必要な施策を策定しています。 
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２）自治体病院機能再編成 

青森県の自治体病院は、長年、地域医療の水準の向上やへき地をはじめとする過疎地域等

への医療の提供に貢献してきましたが、多くは医師不足や経営悪化という大きな課題を抱え

ております。 

そこで、「自治体病院機能再編成」として、県内６つの二次保健医療圏を単位とし、自治

体病院の役割や機能を明確にし、効率的で適切な医療が提供できるような体制づくり及び実

現に向けた取組を進めています。 

三沢市立三沢病院の位置する上十三圏域では、平成13年に圏域独自で機能再編成計画を策

定し、平成19年3月に見直しを行い「上十三地域自治体病院機能再編成計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）青森県地域医療構想 

青森県は、平成28年3月に地域医療構想を策定し、二次医療圈単位での将来の必要病床数な

どを下図のとおり定めております。これらの病床機能の整備方針を踏まえた事業展開を図る

必要があります。 

平成37年（2025年）の必要病床数は、平成26年と比較し、全体で3,486床少ない推計となっ

ています。 

 

 

 

青森県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再編成計画策定の考え方 

（１）二次保健医療圏全体で地域医療を支えていく体制を構築します。 

（２）特殊・高度専門医療以外の、脳卒中、がん、心筋梗塞などの一般的な医療が、圏域内で

完結できるよう地域医療の底上げを図ります。 

（３）圏域内に、救急医療や高度・専門医療を担う中核病院を確保し、急性期医療に対応する

とともに、医師にとって魅力のある勤務環境を創出します。 

（４）中核病院の周辺の医療機関については、地域の実情を検討した上で、回復期医療を担う

地域の病院や在宅医療を含めた初期医療を担う診療所への転換を図り、地域住民の医療

ニーズに対応します。 

【病床機能報告と必要病少数の比較】 
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 上十三医療圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ＤＰＣ導入状況 

平成26年度の病院数（医療施設調査）は8,493病院で、平成27年度のDPC対象病院は準備病

院を含めると1,846病院となっており、全体の約21.7％を占めています。 

また、全一般病床数の894,216床（医療施設調査）に対し、準備病院を含めた病床数は517,570

床（ＤＰＣ対象病院・準備病院の規模（平成27年4月1日）見込み）で、全体の57.8％を占め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPC病院数（準備病院を含む）

100床未満
100床以上
200床未満

200床以上
300床未満

300床以上
400床未満

400床以上
500床未満

500床以上 計

平成15年度DPC対象病院 0 0 0 0 1 81 82

平成16年度DPC対象病院 1 9 11 18 8 97 144

平成18年度DPC対象病院 5 33 40 76 42 164 360

平成20年度DPC対象病院 41 106 131 135 84 221 718

平成21年度DPC対象病院 135 256 258 227 136 270 1,282

平成22年度DPC対象病院 156 288 282 244 149 271 1,390

平成23年度DPC対象病院 170 314 293 251 150 271 1,449

平成24年度DPC対象病院 181 335 301 265 149 274 1,505

平成25年度DPC対象病院 179 338 304 252 153 270 1,496

平成26年度DPC対象病院 200 373 318 262 155 277 1,585

平成27年度DPC対象病院 215 381 302 263 151 268 1,580

平成27年度準備病院（H27年4月） 120 104 28 12 1 1 266

（参考）全一般病院数
（平成26年医療施設調査）

3,092 2,757 1,116 711 380 437 8,493

 出典：ＤＰＣ対象病院・準備病院の規模（平成27年4月1日）見込み

　　　医療施設調査　平成26(2014）年10月1日

＜用語の定義＞

○　対象病院：当該年度において、診断群分類点数表により算定している病院

○　準備病院：当該年度において、対象病院ではなく、ＤＰＣ調査に参加している病院

※対象病院からの退出、準備病院への移行等により上記の集計値とは合致しない場合がある。
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２.地域医療環境と動向 

（１）医療圏の状況 

１）青森県における二次保健医療圏 

青森県は、6つの二次保健医療圏に区分されており、三沢市立三沢病院（以下、本院と

いう）は、三沢市を含む2市5町1村で構成された上十三地域保健医療圏（以下、上十三医

療圏という）に位置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次保健医療圏名

上十三地域保健医療圏
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、
横浜町、東北町、六ヶ所村

(2市5町1村)

津軽地域保健医療圏
弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、
大鰐町、田舎館村、板柳町

(3市3町2村）

八戸地域保健医療圏
八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、
南部町、階上町、新郷村

(1市6町1村)

青森地域保健医療圏 青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村 (1市3町1村)

西北五地域保健医療圏
五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、
中泊町、鶴田町

(2市4町)

下北地域保健医療圏 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 (1市1町3村)

構成市町村名
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２）病院配置状況 

《上十三《上十三《上十三《上十三医療圏医療圏医療圏医療圏における病院配置状況》における病院配置状況》における病院配置状況》における病院配置状況》        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）基準病床数 

本院の位置する上十三医療圏は、一般病床および療養病床の基準病床939床に対し、既

存病床1,199床で260床の病床過剰地域となっている。 

青森県内は、下北医療圏を除く5医療圏においても病床過剰（八戸医療圏を除く）であ

り、県全体では、1,721床の病床過剰となっている。 

また、感染症病床は、県全体において病床不足となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上十三医療圏の病院配置状況

□□□□ 一般病院（病床）

□□□□ 精神病院（病床）

上十三医療圏

病床区分 圏域
基準病床数

（A）
既存病床数

（B）

過剰病床数
（B－A）

平成25年1月1日現在

上十三 939 1,199 260

津軽 3,025 3,708 683

八戸 3,164 3,156 -8

青森 3,042 3,172 130

西北五 755 1,243 488

下北 395 563 168

計 11,320 13,041 1,721

精神病床 県全域 3,870 4,511 641

結核病床 県全域 60 66 6

感染症病床 県全域 32 20 -12

出典：「青森県保健医療計画」平成25年4月

一般病床・
療養病床
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（２）上十三医療圏の人口動態 

１）人口の推移 

上十三医療圏及び三沢市の人口の推移をみると、平成22年から平成26年にかけて、年々

減少傾向にある。 

出典：青森県保健統計年報 平成26年 

 

２）三沢市の人口構成 

三沢市の年齢別人口構成（平成26年度）をみると、40歳～44歳の人口が最も多いものの、

65歳以上は全人口の23.4％を占め、超高齢社会となっている。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

1,935 1,878 
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3,000
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平成27年 年齢別人口(三沢市）
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183,764 182,597 180,979 179,082 177,204 

41,258 41,130 40,777 40,472 40,055 
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100,000
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(2011年)
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(2014年)

人口の推移（上十三医療圏・三沢市）

上十三医療圏 三沢市

（人）
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３.医療需要の状況 

（１）三沢市における救急医療の状況 

三沢市における救急搬送状況（平成23年度～平成27年度）は、以下のとおりとなってい

る。 

 

１）三沢市における搬送者数 

搬送人員数は、毎年1,280～1,375人前後を推移している。 

 

２）三沢市における事故種別搬送者数 

事故種別搬送者数は、各事故種別で搬送者数は増減しているが、大きな変化は見られず、

各年において「急病」が62％前後を占め、搬送者数は、平成23年度から平成27年度の間で

801人から859人の間で増減している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市における事故種別搬送者数 （人）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 7 3 4 2 0.1%

1 0.0%

1 2 1 0.0%

172 151 137 130 134 9.9%

5 10 12 10 10 0.7%

11 15 10 18 11 0.8%

170 152 158 156 167 12.4%

7 11 2 4 5 0.4%

15 5 8 5 10 0.7%

859 811 801 847 827 61.4%

転院搬送 119 145 156 200 181 13.4%

医師搬送 0.0%

資器材搬送 0.0%

その他 0.0%

1,360 1,308 1,289 1,375 1,347 100.0%

出典：区域別救急活動状況

労働災害

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

平成27年度

計

その他

火災

自然災害

水難事故

交通事故

1,360
1,308 1,289

1,375 1,347

0

300

600

900

1,200
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（人）

三沢市における搬送者数の推移
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３）地域別搬送者数 

三沢市消防による地域別搬送者数は、平成27年度では「管内」が98.1％となり、その

中でも本院の位置する「二区」は全体の71.2％となっている。 

 

４）傷病程度別搬送数 

三沢市消防による傷病程度別搬送者数は、各年とも「軽症」が50％程度、「中等症」30％

弱程度を占めている。 

地域別搬送者数 （人）

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

一区 241 213 206 277 226 16.5%

二区 926 921 906 928 977 71.2%

三区 193 174 177 170 144 10.5%

計 1,360 1,308 1,289 1,375 1,347 98.1%

基地内 6 13 7 7 8 0.6%

六戸 10 8 14 13 17 1.2%

おいらせ 4 8 4 3 1 0.1%

十和田 0 0 0 2 0 0.0%

東北 0 0 0 1 0 0.0%

計 20 29 25 26 26 1.9%

1,380 1,337 1,314 1,401 1,373 100.0%

一区：

二区：

三区：

出典：消防年報

淋代、浜通、淋代平、細谷、六川目、織笠、塩釜、砂森、天ヶ森、根井、朝日、高野沢、谷地頭、富崎、金糞

平、越下、八幡、戸崎、庭構、早稲田、浜通、新森

管外

合計

平成２７年度

春日台、古間木、古間木山、本町、新町、大町、栄町、上久保、花園町、千代田町、犬落瀬、清水町、駒沢、

猫又、小山田

中央町、松園町、桜町、幸町、緑町、美野原、平畑、後久保、岡三沢、東町、南町、松原町、日の出、泉町、

上屋敷、堀口、東岡三沢、下夕沢、下久保、南山、深谷、横沢、向平、山ノ下、山ノ神、水筒、上野、下野、北

山、下堀、園沢、流平、大津、中平、前平、三川目、港町、鹿中、四川目、五川目

管内

820 787 761 763 740 

401 413 422 
498 483 

126 102 101 
113 125 

33 
35 30 

27 24 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

傷病程度別搬送者数

死亡

重症

中等症

軽症

（人）
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（２）三沢市の主要死因別死亡数 

三沢市の主要死因別死亡数をみると、最も患者数の多い疾患は「悪性新生物」で、平成26

年度には全体の約29.7％を占めている。次いで、「心疾患」「脳血管疾患」「肺炎」の死亡

者が多い。「肺炎」は平成24年度から平成25年度に一時的に増加し、平成26年度には再び減

少している。また、老衰は増加傾向を示している。 

 

 

 

 

主要死因別死亡数（三沢市）
（人）

総数
悪性新生

物

心疾患
(高血圧症

を除く)

脳血管疾
患

肺炎 肝疾患 腎不全 老衰
不慮の事

故
自殺 その他

平成22年 367 112 57 48 27 5 4 4 13 12 85

平成23年 376 120 58 59 26 4 12 9 13 4 71

平成24年 384 96 60 59 27 2 11 16 9 13 91

平成25年 439 115 62 56 48 6 9 22 17 11 93

391 116 59 40 31 3 16 28 11 7 80

100.0% 29.7% 15.1% 10.2% 7.9% 0.8% 4.1% 7.2% 2.8% 1.8% 20.5%
平成26年

出典：青森県保健統計年報
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４.医療供給の状況 

１）上十三医療圏の医療機関の概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上十三医療圏の医療機関一覧（病院）

　
一
般
病
床

　
療
養
病
床

　
精
神
病
床

　
結
核
病
床

　
感
染
症
病
床

　
総
数

1 三沢市立三沢病院 〇 220 220 三沢市 三沢市

2 十和田市立中央病院 〇 315 50 4 369 十和田市 十和田市

3 公立野辺地病院 〇 120 31 151 北部上北広域事務組合 野辺地町

4 公立七戸病院 〇 120 120 中部上北広域事業組合 七戸町

5 十和田第一病院 60 60 医療法人　泰仁会 十和田市

6 医療法人赤心会　十和田東病院 60 60 医療法人　赤心会 十和田市

7
一般財団法人　仁和会　三沢中央病
院

66 66 一般財団法人　仁和会 三沢市

8 医療法人社団　良風会　ちびき病院 53 57 110 医療法人社団　良風会 東北町

9 自衛隊三沢病院 50 50 防衛大臣 三沢市

10 六戸町国民健康保険病院 〇 19 19 六戸町 六戸町

1 十和田済誠会病院 250 250 一般財団法人済誠会 十和田市

2 高松病院 239 239 医療法人　幸仁会 十和田市

3 医療法人聖心会　三沢聖心会病院 140 140 医療法人　聖心会 三沢市

計 5 1,017 154 679 0 4 1,854

※平成27年度病床機能報告集計結果及び病院ホームページより作成

一
般
病
床
を
持
つ
病
院

精
神
病
床
病
院

病床数

開
設
者

公
的
病
院

病院名

所
在
地

（
市
町

）
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出典：平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況、平成26年青森県保健統計年報 

２）人口 10 万人対職員数 

人口10万人対職員数について、全国、青森県、上十三医療圏、三沢市を比較すると以下の

ようになる。 

 

①医師数 

医師数は、全国値と比べ、上十三医療圏は50.0％、三沢市では46.9%となっている。 

 

②薬剤師数 

薬剤師数は、全国値と比べ、上十三医療圏は53.2％、三沢市では58.3％となっている。 
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II  患者動向調査 

１.地域医療環境と今後の予測 

（１）将来患者動向予測 

１）将来人口予測 

平成27年から平成52年までの将来人口は、下記のように推計されている。 

①上十三医療圏 

上十三医療圏の将来人口をみると、全人口は減少傾向にあるものの、65歳以上の老年人口

割合が大幅に上昇し、平成52年には41.1%になることが予測される。 

 

②三沢市 

三沢市の将来人口をみると、上十三医療圏同様、全人口は減少傾向にあるものの、65歳以

上の老年人口割合が大幅に上昇し、平成52年には34.7%になることが予測される。 
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２）一般病床及び療養病床の対象となる推計患者数予測 

前述した推計患者数をもとに厚生労働省の「平成26年患者調査」による人口10万人対の年

齢階級・傷病別受療率を用いて、一般病床及び療養病床の対象となる推計患者を算出した。 

 

一般病床対象患者の推移については、青森県の平成27年の平均在院日数(一般病床)18.0日

をもとに、診療報酬制度における入院医学時管理加算の加算限度14日を目安として、14日に

近似する年を平成37年（14.6日）とした。このことから、推計患者については平成27年から

平成37年までは短縮率0.9を考慮し算出した。 

 

 

①上十三医療圏における病床別推計患者数 

一般病床における推計患者数は、平成27年から平成37年にかけて大幅に減少し、その後も

減少傾向となることが予測される。 

療養病床においては、平成27年から平成42年まで増加傾向にあり、その後、減少傾向とな

る。 
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②三沢市における病床別推計患者数 

一般病床における推計患者数は、平成27年から平成37年にかけて減少し、その後は横ばい

の傾向となることが予測される。 

療養病床については、平成27年から平成52年にかけて増加傾向にある。 
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３）傷病別患者数予測 

①上十三医療圏における傷病別患者数予測 

ア）入院患者 

傷病別の入院患者数の推計をみると、『Ⅱ新生物』『IX循環器系の疾患』『XIX損傷、

中毒及びその他外因の影響』が多い傾向にある。『Ⅱ新生物』については、平成27年か

ら平成52年にかけて減少傾向にある。 
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イ）外来患者 

傷病別外来患者数の推計をみると『IX循環器系の疾患』『Ⅱ新生物』『XⅢ筋骨格系及

び結合組織の疾患』が多い傾向にある。 
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②三沢市における傷病別患者推計 

ア）入院患者 

傷病別の入院患者数の推計をみると、『IX循環器系の疾患』『Ⅱ新生物』『XIX損傷、

中毒及びその他外因の影響』が多い傾向にある。『Ⅱ新生物』『IX循環器系の疾患』に

ついては、平成27年から平成52年にかけて増加傾向にある。(『Ｖ精神及び行動の障害』

を除く)  
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イ）外来患者 

傷病別の外来患者数の推計をみると、『IX循環器系の疾患』『Ⅱ新生物』『XⅢ筋骨格

系及び結合組織の疾患』が多い傾向にある。『IX循環器系の疾患』については、平成27

年から平成52年にかけて増加傾向にある。(『Ｖ精神及び行動の障害』を除く)  
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２.三沢市立三沢病院の概況 

本院の概況は下記のとおりである。 

1 病院名称 三沢市立三沢病院

2 所在地 青森県三沢市大字三沢字堀口164番地65号

3 病床数 220床

（一般病床220床）

4 診療科

5 建物延床面積 20,452.61㎡

6 １日平均外来患者総数

（平成27年度実績）

7 １日平均入院患者総数

（平成27年度実績）

8 １日平均救急患者総数

（平成27年度実績）

9 検査状況（年間） 一般検査 52,938 件

平成27年度 血液検査 152,560 件

Ｈ27.4～28.3の件数 免疫検査 95,246 件

生化学検査 873,538 件

細菌検査 15,239 件

生理検査 12,843 件

特殊検査（外部委託） 19,048 件

病理検査 17,681 件

10 放射線検査状況（年間） 一般撮影 23,960 件

※機種別に記載 造影検査 3,812 件

平成27年度実績 ＣＴ検査 15,735 件

ＲＩ検査 252 件

ＭＲＩ検査 3,869 件

Ｘ線ＴＶ撮影 1,918 件

ＯＰＥ室ＴＶ 300 件

血管造影 385 件

ポータブル撮影 一般撮影に含む 件

乳房撮影 753 件

骨塩測定 213 件

使用フィルム 0 枚

放射線治療 92 件

PET-CT撮影 1,201 件

密封小線源 9 件

11 健診センター利用状況 人間ドック 日帰ドック 767 名

平成27年度実績（年間） 一泊ドック 34 名

脳ドック 315 名

小計 1,116 名

集団健診 一般健診 251 名

（事業所数183社） 政管健診 672 名

成人病健診 86 名

定期（集団）健診 838 名

一般検診 361 名

小計 2,208 名

H28.4.1現在

内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、

泌尿器科、放射線診断科、放射線治療科、リハビリテーション科、麻酔科、

歯科口腔外科、腫瘍内科、脳神経外科、形成外科、内視鏡内科

（１８診療科）

3.9名

408.8名 新患者数割合　11.7%　

180.4名 　 　

1,444件（総）
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12 患者給食 常食　（検査食含む） 39,621 食

平成27年度実績（年間） 粥食　（幼児食含む） 32,251 食

　 流動食 893 食

調乳 925 食

特別食 56,312 食

付き添い食 652 食

老人性痴呆疾患センター患者食 0 食

感染症患者食 0 食

検食 2,190 食

外来透析食 1,038 食

ドック食 590 食

妊産婦食 13,910 食

13 処方箋枚数及び調剤件数 外来 処方箋枚数 8,016 件

平成27年度実績（年間） 調剤件数 16,993 件

入院 処方箋枚数 24,844 件

調剤件数 43,559 件

院外処方 処方箋枚数 50,180 件

調剤件数 145,446 件

14 注射件数 払い出し件数

平成27年度実績（年間）

15 手術件数 全麻 701 件

平成27年度実績（年間） 局麻 入院 193 件

外来 79 件

小計 272 件

腰麻 60 件

16 血液製剤件数 払い出し件数

平成27年度実績（年間）

17 人工透析室利用患者数 外来 2,967 件

平成27年度実績（年間） 入院 1,177 件

18 理学療法室利用患者数 外来 1,960 件

平成27年度実績（年間） 入院 8,135 件

19 内視鏡検査状況 外来（入院含む） 上部消化管検査 2,552 件

平成27年度実績（年間） 下部消化管検査 1,610 件

気管支鏡検査 16 件

ERCP 136 件

20 レセプト件数 外来 5,246.2 件

平成27年度(月平均) 入院 483.1 件

184,911 件

3,743 件
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21 職員数 常勤 非常勤 パート 計

（Ｈ28年10月末現在） 医師 20 2 22

看護師 181 9 9 199

　うち助産師 13  2 15

　うち保健師   0

准看護師 2 7 9

看護助手  11 16 27

薬剤師 6 1 7

放射線技師 12  12

検査技師 12 1 13

管理栄養士 2 1 3

調理師   0

臨床工学技士 4  4

理学療法士 4  4

作業療法士 2  2

言語療法士  0

歯科衛生士  1 1 2

診療情報管理士 1  1

事務局 18 6 15 39

合計 262 34 48 344

22 室料差額（税抜） 特別個室（ＬＤＲ） 市内 10,000円 市外 15,000円

特別個室Ａ 市内 5,400円 市外 6,480円

特別個室Ｂ 市内 4,320円 市外 5,400円

特別個室Ｃ 市内 4,320円 市外 5,400円

23 栄養指導件数（年間） 個人指導 入院 308名

外来 541名

集団指導 母親学級 22回 132名

一泊ドック 34回 34名

糖尿病 8回 19名
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（１）運営状況 

 

１）患者数の推移 

一日当たり患者数を入院・外来別にみると、入院患者は平成22年度の194人から若干増減が

見られ、外来患者数は平成27年度には平成22年度から98人程減少し、408人となっている。 

 

２）診療科別患者数の推移 

①入院 

一日当たりの診療科別入院患者数をみると、内科が半数を占め、続いて整形外科、産婦人

科、外科で患者が多くなっている。内科は平成25年度、外科は23年度を境に減少し、外科は

平成27年度に若干増加している。 
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②外来 

一日当たりの診療科別外来患者数をみると、内科が半数を占め、続いて整形外科、小児科、

産婦人科で患者が多くなっている。内科は平成26年度、外科は平成24年度、整形外科は平成

27年度に大きく減少している。 

 

３）病床利用率と平均在院日数の推移 

病床利用率は、平成23年度と平成25年度に増加した後、減少し、平成27年度には82.0％と

なっている。また、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）

の72.8%と比較すると稼働状況はよいと判断できる。 

平均在院日数は、平成22年度の18.1日より年々短縮され、平成27年度は15.2日となってい

る。また、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）の15.4

日より僅かに長くなっている。 
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４）入院診療単価の推移 

患者一人あたりの入院診療収益は、平成22年度から増減し、平成27年度には41,253円まで

増加している。平成27年度の入院診療収益は統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般

病床200床以上300床未満）の39,191円を上回っており、高い水準にあるといえる。 

 

５）外来診療単価の推移 

患者一人あたりの外来診療収益は平成24年度の12,502円から増加傾向にあり、平成27年度

の15,439円は統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）の

11,588円を上回っている。 
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６）経営状況 

 

①事業収益と事業費用の推移 

事業収益及び事業費用ともに平成24年度に減少し、その後平成27年度まで増加している。

しかし、事業費用が事業収益を上回る経常赤字となり、平成22年度から平成27年度まで経常

赤字額が増加している。 

 

②医業収益と医業費用の推移 

医療収益はほぼ同水準であるが、医業費用が増加傾向にあるため、医療損失が増加傾向に

ある。 
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７）実績推移と同規模病院との比較 

 

①医師一人当たり患者数 

医師一人当たり患者数は、入院についてはほぼ横ばい状態にあり、外来は平成22年度から

平成24年度にかけて減少した後、平成25年度から増加し、平成26年度では16.1人となってい

る。入院･外来どちらも統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未

満）に比べると大きく上回っている。 

 

②看護部門一人当たり患者数 

看護部門一人当たり患者数は、入院については横ばい状態にあるが、外来は年々減少傾向

にある。平成26年度は、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床

未満）と比較すると外来が僅かに多く、入院は近似値となっている。 
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③職員一人 1日当たり診療収入 

医師一人1日当たり診療収入は、平成22年度から平成24年度まで減少し、その後、増加し、

平成26年度は628,341円となっており、統計指標（平成18年度地方公営企業年鑑：一般病床200

床以上300床未満）の約2倍となっている。 

看護部門は、年々減少傾向にあるものの、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般

病床200床以上300床未満）を僅かに上回っている。 

 

④患者 100 人当たり検査件数 

患者100人当たり検査件数は、平成24年度から増加し、平成26年度に減少しているが、平成

26年度の703.4件は統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）

の約1.6倍となっている。 
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⑤患者 100 人当たり放射線件数 

患者100人当たり放射線件数は、平成23年度に増加した後、平成24年度で減少し、平成26

年度には20.3件に増加したが、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上

300床未満）より僅かに高くなっている。 

 

⑥検査技師一人当たり検査件数 

検査技師一人当たり検査件数は、平成24年度より減少しているが、平成26年度の101,052

件は、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）の約1.4倍と

なっている。 
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⑦検査技師一人当たり検査収入 

検査技師一人当たり検査収入は、平成24年度までは増加傾向にあるが、その後、減少し、

平成26年度は46,318千円となっているが、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病

床200床以上300床未満）より16,153千円ほど上回っている。 

 

⑧放射線技師一人当たり放射線件数 

放射線技師一人当たり放射線件数は、平成23年度から減少し、平成26年度は3,497件となっ

ているが、統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）より低

くなっている。 

4,236

4,830

4,049

3,535 3,497

4,052 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 200床以上

300床未満

（H26黒字病院）

（件）

放射線技師一人当たり放射線件数

50,773 51,366

56,146

48,670
46,318

30,165 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 200床以上

300床未満

（H26黒字病院）

（千円）
検査技師一人当たり検査収入



－34－ 

⑨放射線技師一人当たり放射線収入 

放射線技師一人当たり放射線収入は、平成22年度から減少傾向にあったが、平成26年度に

増加し26,386千円となっている。統計指標（平成27年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以

上300床未満）より5,431千円ほど上回っている。 

 

⑩費用の構成比率 

費用構成比率をみると、職員給与費は増減しながらも減少傾向にあり、平成26年度の31.4％

は統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）を下回っている。

また、委託料や医療材料費は平均値を上回っている。 

39,764
37,360

29,532

24,839 26,386

20,955 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 200床以上

300床未満

（H26黒字病

院）

（千円）

放射線技師一人当たり放射線収入

38.5 
34.2 36.4 36.5 

31.4 

46.6 

2.3 
5.7 

4.8 4.8 13.4 

7.7 10.1 12.2 
12.8 13.2 

11.6 
9.6 

27.4 25.7 22.5 22.7 20.5 18.2 

21.7 22.3 23.3 22.9 23.2 29.5 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 200床以上

300床未満

（H26黒字病院）

費用構成比率

その他

医療材料費

委託料

減価償却費

職員給与費



－35－ 

８）医業収支比率及び医業収益に対する費用比率の推移と比較 

 

①医業収支比率の推移と比較 

医業収支比率は、平成26年度が83.1％、平成27年度が81.9%になっており、統計指標（平成

26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）の93.5%を下回っている。 

 

②給与費比率の推移と比較 

給与費比率は、平成22年度の49.9%に対し、平成27年度は53.4%に増えているが、統計指標

（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）の53.7％%を僅かに下回って

いる。 
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③材料費比率の推移と比較 

材料費比率は、薬品費率が平成24年度から減少傾向にあったが、平成26年度から増加し、

平成27年度には20.3％となっている。統計指標（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200

床以上300床未満）の10.3%と比較すると、高い割合となっている。 

 

④繰入金の推移 

繰入金（資本的収入含む）は、平成24年度に減少したが、その後増加傾向にあり、平成27

年度は合計で703百万円となっている。 

 

21.6% 21.9%
18.9% 18.8% 19.0% 20.3%

10.3%

7.6% 7.5%

7.1% 6.9% 7.0%
7.6%

7.9%

29.3% 29.4%

26.0% 25.8% 26.1%
27.9%

18.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 200床以上

300床未満

（H26黒字病

院）

材料費比率の推移と比較

薬品費比率 その他比率

39 40 
86 86 86 86 

72 
134 

164 167 162 170 127 

168 
101 105 104 

205 

56 

292 

129 121 
177 

242 

294 

634 

480 478 
528 

703 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（百万円）
繰入金の推移

他会計負担金（医業） 他会計補助金（医業外）

他会計負担金（医業外） 他会計出資金（資本的収入）



－37－ 

⑤剰余金又は欠損金の推移 

平成22年度から平成27年度まで金額の増減はあるが純損失であるため、平成22年度末の欠

損金1,534百万円が平成27年度末には4,984百万円まで増加している。 

 

⑥実質収益対経常費用比率の推移 

※(経常利益－他会計繰入金)／経常費用 

実質収益対経常費用比率については減少傾向にあり、平成27年には81.0%となり、統計指標

（平成26年度地方公営企業年鑑：一般病床200床以上300床未満）の89.5％%に比べ下回ってい

る。 
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III  改革プラン 

 

１.三沢市立三沢病院の基本理念 

当院は、基本理念に基づき、病院の持つ機能を充分に把握し、その特性を生かした高機能の

医療施設の実現を図っていきます。 

 

＜三沢市立三沢病院基本理念＞ 

 

三沢市立三沢病院は、質の高い医療とより良いサービスを提供し、地域住民から「愛さ

れ信頼される病院」をめざします。 

 

①良質な医療を提供する病院 

地域住民の健康を守る自治体病院として質の高い医療を提供します。 

②信頼される病院 

信頼され安心される患者さん本位の医療を提供します。 

③やさしい病院 

地域住民が利用しやすく、地域住民にやさしい病院をめざします。 

 

 

２.三沢市立三沢病院の役割 

 

当院は、三沢市民への医療提供を基本とする病院と位置づけ、二次の救急医療や急性期

医療は周辺町村民への医療提供を行います。 

基幹型臨床研修病院及び弘前大学医学部附属病院の臨床研修病院（協力型）として、臨

床研修体制の一翼を担い、地域における拠点病院としての役割を果たします。 

緊急性の高い循環器系疾患に対する機能を強化し、また特徴ある医療の確立として、他

の医療機関との連携のもと、がん化学療法や緩和ケア医療を行います。 

 

平成22年11月に移転新築により新病院が開院しました。 

新病院では腎臓透析に対する機能強化、救急告示病院としての必要な救急機能の充実、

地域における保健医療福祉の一体的サービス提供のための拠点機能、広域の在宅医療を含

めた地域医療の後方支援病院として、より精度の高い医療機能を提供して参ります。 

また、三沢市民のみならず周辺地域住民を含め、広域的な視野から総合病院としての機

能整備を行い、日々進歩する医療と多様化する地域住民の医療ニーズに対応するため、総

合的、かつ専門的な診断・治療をより一層充実し、子供から高齢者まで全ての地域住民が

「誕生から死に至るまで」を安心して頼れる「地域完結型」を基本とした良質な医療サー

ビスの提供を図ります。 

さらに、現行の医療体制を維持するとともに、更なる医療の質の向上を目指し、高度医

療、急性期医療に特化した病院としての機能を拡充していきます。 
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用語解説：臨床研修病院 

臨床研修病院は基幹型と協力型の2つに分類されます。 

基幹型は独自に研修医を雇用し研修プログラムを実施することができる病院であり、協力型は基幹型病

院の研修プログラムに則り研修の一部を担う病院です。 

当院は平成28年4月より、基幹型臨床研修病院及び弘前大学医学部附属病院の臨床研修病院（協力型）

です。 

 

（１）当院の基本機能 

本院は、三沢市及びその周辺町村で最も規模が大きく、この地域の中核的な病院として、

一次医療から二次医療を担うとともに、一部の高度専門医療を提供しています。 

現在の機能を活かしながら、下記の医療機能を推進し、なかでも、がん化学療法の特化

した病院として位置づけ、数少ない医療資源を有効に活用しながら、すぐれた専門性を持

って地域の診療と指導にあたり、さらに緩和ケアに取り組みます。 

上十三地域医療圏内において、周辺の病院と連携のもと、一般的な医療が完結できる地

域医療体制の構築を目指し、近隣医療機関との連携の基に機能分担を明確にするとともに、

特にがん医療における特徴的な取り組みとして、がん化学療法による治療に重点を置きま

す。 

また、がん診療連携拠点病院として、がん医療水準の均てん化の実現に向け、その責務

を果たします。 

なお、将来において医療環境などの変化が認められる場合には、その時々の社会情勢に

即した見直しを行います。 

 

１）救急告示病院としての必要な救急機能 

高齢化により増加が見込まれる救急患者に対応できるよう、救急医療体制を充実し、安

心して暮らせるまちづくりに貢献します。 

①内科系及び外科系医師による日当直体制を維持し、救急診療体制に必要な医師の確保

に努めます。 

②救急医療の基盤となる高度・専門医療の充実を図ります。 

③平成26年9月より、平日午後診療を救急体制に移行し、救急車・予約外診療で来院する

外来患者を受け入れています。 

 

２）がんに対する医療の提供 

地域がん診療連携拠点病院として、地域のがん医療水準の均てん化に貢献します。 

①内科系、外科系の枠を超えたチーム医療を実践します。 

②高度・専門医療の充実を図り、放射線治療などの最先端医療を提供します。 

③外来化学療法の機能強化を図ります。 

④平成27年3月にＰＥＴ－ＣＴを導入しました。これにより、がんの早期発見（診断）を

実現します。 
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用語解説：PET-CT（Positron Emission Tomography－Computed Tomography） 

PET（陽電子断層撮影）とCT（コンピュータ断層撮影）を組み合わせることで、より精度の高いがんの

画像診断が可能となる装置。 

 

３）総合的な診療体制の維持 

三沢市健康都市宣言に基づき、がんや糖尿病の予防を推進するとともに、高齢化の進展

により合併症が多くなりがちな患者に対応できるよう、総合的な診療基盤に基づく診療体

制を維持します。 

①インフォームドコンセントやＥＢＭ（Evidence Based Medicine：根拠に基づく医療）を実践

し、患者にとって最適な医療を提供します。 

②循環器系医療、腎臓透析に対する機能を強化します。 

③糖尿病における教育入院、栄養指導、合併症治療に対し、専門医、看護師、栄養士、

薬剤師などが積極的に治療、療養指導にあたります。 

④地域包括ケア病棟の開設により、地域（三沢市）における介護老人保健施設や地域医

療機関との連携、及び在宅医療を含めた圏域の後方支援病院として、一体的サービス

提供のための拠点機能を有します。 

 

【三沢市健康都市宣言要旨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市民が、がん予防に関する知識を深め、定期的にがん検診を受けられるように、

体制を強化します。 

② 働く世代の男性のがん検診受診率アップをめざします。 

③ 精密健康診断受診率アップをめざします。 

＜がん＞ 

 

① 市民が糖尿病予防に関する知識を深め、特定健康診断を受けられるように、体

制を強化します。 

② 糖尿病になっても悪化させないために、正しい治療の継続を勧め、合併症の予

防を推進します。 

＜糖尿病＞ 

 

① 子どもの頃からのこころの健康づくりを推進し、こころの健康に関する相談体

制を充実させます。 

② 地域における大切な人を守るためのゲートキーパーの輪を広げます。 

＜こころの健康＞ 
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４）政策的医療の提供 

不採算あるいは医師の不足などから地域の医療機関で対応することが難しい医療に関し、

公立病院として、救急医療・高度医療・小児医療・周産期医療・回復期医療など、その役

割を果たします。 

 

５）地域医療機関との連携の強化 

①地域医療機関との連携の強化を図り、高度な医療を必要とする患者を積極的に受け入

れます。 

②症状が安定し外来通院が可能となった患者は、地域の「かかりつけ医」である医療機

関に紹介します。 

③地域連携クリティカルパスの充実を図り、高度医療を提供する病院としての役割を果

たします。 

④紹介患者の病状報告を適切に実施し、緊密な連携体制を確保します。 

⑤広域の在宅医療を含めた地域医療の後方支援病院としての機能充実を図ります。 

⑥上記の機能を果たすために一般病床220床を設置していますが、将来において医療環境

や医療制度などの変化が認められる場合には、病床数の再編も検証しながら、その時々

の社会情勢に即した見直しを検討します。 

 

３.上十三地域の地域医療構想 

平成27年3月に示された「地域医療構想策定ガイドライン」に基づき、H28年3月に青森県

により「地域医療構想」が策定され、二次医療圏を基本とした区域において、それぞれの

課題や必要病床数が示されました。 

今後、地域医療構想を推進していくためには、「県民、医療機関、関係団体、市町村等

が、将来のあるべき医療提供体制の方向性を共有し、それぞれの役割を認識し、相互に連

携を図りつつ、主体的に取り組みを進めることが重要」であると記述されています。 

上十三地域における概要は下記のとおりです。 

 

１）現状と課題 

上十三地域の現状と課題は下記のように示されています。 

○ 300床、200床規模の病院が併存しており、医師不足による診療機能の低下、一部自治

体病院の病床利用率の低下など、再編・ネットワーク化の検討が必要 

○ 回復期機能を提供する病床が他地域と比較しても少ない状況にあり、回復期機能の確

保が必要 

○ 地域周産期母子医療センターが未指定であり、産科、周産期医療の確保が必要 

 

２）必要病床数 

上十三地域の必要病床数は右図（再掲）の

ように示されています。 

急性期病床を約44%削減し、回復期病床への

大幅な転換を促すとともに、全体でも現在の
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80%程度へ減床を計画しています。 

 

３）施策の方向性 

当院への施策の方向性としては、①がん化学療法の機能強化、②回復期機能の充実・強

化、③在宅医療の提供が求められております。 

 

４.医師の招へいと看護体制の見直し 

（１）医師を取り巻く環境 

今日、深刻な問題として日々取り上げられている医師不足の状況については、どの医療

機関でも対策に取り組んでいるものの、根本的な解決には至っていない現状にあります。 

医師不足の大きな原因の一つに2004年度から始まった新臨床研修制度があげられます。

研修医が出身の大学にとらわれずに、研修先を選べる制度であり、これにより医局が機能

しなくなり、人員が不足する問題が現れ始めました。併せて都市部の病院や地方でも大き

な病院の方が扱う症例が多いことから、新たな技術を学ぶ機会も増え、キャリア形成に役

に立つという点からも地方の中小病院が敬遠される要因となっています。 

そのため、現在、国や県単位で、地域医療を担う医師の養成（医学部への地域枠の拡充）

や中核病院と地域病院の役割分担など、医師の偏在化解消と地域医療確保に向けた取り組

みを行っております。 

青森県においては、「良医を育むグランドデザイン」を策定し、医学部進学を推進する

ためのセミナーの開催などに取り組んでおります。 

 

（２）医師の招へい対策 

病院という機能を維持するためには、医師の招へいが必須であり、医師による診療行為

によって、経営が成り立つという性格があります。また医師が不足すると診療報酬の減算

にもつながり、病院の存続に大きな影響を及ぼす要因となります。 

当院でも、勤務医の不足と欠如は深刻な状況にありますが、働きやすい労働環境を整え、

海外研修を含め様々な研修への派遣を積極的に展開しながら、医師及び医療スタッフのキ

ャリアアップに努めております。 

医師を始め医療スタッフを確保するためには、より職員が働きたくなる環境を整備する

とともに、やる気を起こさせる刺激、誘因、動機が必要と考えます。 

当院としては、今後、下記の対策を中心に医師の招へいに取り組んで参ります。 

 

①弘前大学の他、近隣県の医科大学に対する派遣要請を行います。 

②臨床研修医、後期臨床研修医の募集及び受入れを行い、正規職員化による医師の安定

的確保を図ります。 

③病院ホームページでの医師募集を掲載します。 

④医師の研究・研修制度の充実を図ります。 

⑤医局・図書室など職場環境の充実を図ります。 

⑥医師のニーズ、勤務形態に対応できるよう土曜・休日保育、24時間保育を実施してい

ます。 
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⑦女性医師の離職防止及び早期復職を進めるため、ワーク・ライフ・バランスに配慮し

た勤務形態（短時間勤務正規職員制度など）を導入しています。 

⑧基幹型臨床研修病院として、臨床研修体制の充実を図ります。 

 

（３）看護師を取り巻く環境 

平成18年度の診療報酬改定にて、7:1看護体制（1日を通じて看護師1人に対して患者7人

以内の配置）の診療報酬体系が創設されたことにより、大規模急性期病院を中心に看護師

の争奪が行われ、このことが看護師の不足を招いたと考えられています。 

但し、平成20年以降の診療報酬改定において、7:1病床の算定要件の厳格化が進んでいる

ことから、実質的に急性期医療が少なく軽症患者を多く抱えている医療機関は、今後7:1

入院基本料を算定することが難しくなってきます。この算定要件をクリアできない病院は、

回復期患者を受け入れるために新設された地域包括ケア病棟や10:1病床への再編を迫られ

ることになります。 

 

（４）看護体制の強化 

当院は平成28年10月より地域包括ケア病棟を開設し、現在、当院の看護体制は、一般病

棟が10:1看護、地域包括ケア病棟が13:1の2人夜勤体制（3交代）で病棟運営を行っており

ます。 

但し、現在の看護体制のままでは、特に夜間の時間帯において、重篤患者の容態急変や

救急搬送患者の緊急入院等に対して、十分な応対が出来ていない状況にあり、さらに、現

行の2人夜勤体制を続けることで、医療事故の発生やインシデントの増加が懸念されます。 

また、県内近隣病院（十和田市立中央病院・八戸市立市民病院など）をみても、7:1看護

の夜勤体制が3～5人となっており、当院と比べ、かなり手厚い看護体制で病棟運営を行っ

ている実態があります。 

当院は、救急患者等の重症患者の緊急入院への対応を始め、地域の後方支援病院といっ

た機能を維持する必要があります。 

以上のことから、安全・安心の医療を提供するためには、看護体制の強化が必要不可欠

であり、特に夜勤体制については早急な強化を図る必要があります。そのため、当院では

平成23年度から5ヵ年計画にて、看護師の確保対策を進めてきましたが、平成28年10月時点

において、目標（195名）に対し13名不足している状況であることから、夜勤の看護師3人

体制の実現は1つの病棟のみとなっております。 

引き続き、看護師確保を推進し、今後目標の看護師数を確保できた場合には、全ての病

棟にて夜勤体制における看護師3人の実現を目指します。さらにその先には３交代から２交

代への移行も見据えながら、勤務する看護師が働きやすい環境づくりに努めてまいります。 

 

５.経営の効率化 

（１）経営数値目標 

今後、将来にわたって本プランを着実に実施し、効果を確認していくため、下記のよう

な達成すべき数値目標を定め、経営の健全化に取り組んで行きます。 

定期的に目標値の達成状況を検証しながら、更なる改善努力を行ってまいります。 
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《収支計画（シミュレーション）》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一般会計負担の考え方 

自治体病院においては、地方公共団体が設置する病院であることから、地域医療の確保

といった公共性が要求されるとともに、地方公営企業であることから企業としての独立採

算が要求されています。 

しかしながら一方で、その公共性から本来地方公共団体の一般行政事務である事業を担

い、政策医療の観点から不採算な医療を実施することも必要です。 

三沢市立三沢病院においても自治体病院として、民間医療機関では提供が困難な救急医

療・高度医療・小児医療・周産期医療など不採算医療等を担っています。 

地方公営企業法では不採算医療等に係る経費については、一般会計から病院事業会計へ

負担金、補助金、出資金（一般会計繰出金）により繰出しすることとなっており、その適

用範囲、算定方法については、総務省の通知に基づき一般会計と協議していきます。 

 

○その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

（法17条の2の1の1） 

○当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみを

もって充てることが客観的に困難であると認められる経費（法17条の2の1の2） 

○地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計

又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。（法17条

の3） 

運営数値目標 　

26年度
決算額

27年度
決算額

28年度
決算見込額

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

医業収支比率 ％ 83.2 81.9 82.4 88.9 89.3 89.1 89.9 90.4 90.9 91.1 91.5 92.4

経常収支比率 ％ 92.7 92.8 92.4 98.7 98.8 97.6 97.3 97.3 97.6 97.6 97.8 98.5

給与費比率 ％ 52.6 53.4 54.1 50.8 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.7 50.7

材料費比率 ％ 26.1 27.9 28.6 26.1 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

病床利用率 ％ 83.3 82.0 80.2 86.4 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3

入院診療単価 円 39,978 41,456 41,422 45,797 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800

外来患者数 人／日 432.5 408.8 394.4 405.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0

外来診療単価 円 13,791 15,439 16,500 16,400 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

収益的収支 （単位：百万円）

26年度
決算額

27年度
決算額

28年度
決算見込額

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

事業収益 Ａ 5,311 5,674 5,514 5,993 6,017 5,979 5,906 5,869 5,853 5,856 5,837 5,823

事業費用 Ｂ 6,667 5,938 5,938 6,075 6,094 6,128 6,077 6,034 6,005 6,005 5,971 5,916

純損益 （Ａ－Ｂ） △ 1,356 △ 264 △ 424 △ 82 △ 77 △ 149 △ 171 △ 165 △ 152 △ 149 △ 134 △ 93

うち現金支出伴わない経費 1,154 201 299 303 274 329 320 317 307 306 289 248

収益的収支現金ベース △ 202 △ 63 △ 125 221 197 180 149 152 155 157 155 155

資本的収支 （単位：百万円）

26年度
決算額

27年度
決算額

28年度
決算見込額

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

資本勘定分現金不足額 △ 151 △ 18 △ 12 △ 117 △ 116 △ 128 △ 179 △ 162 △ 158 △ 156 △ 113 △ 115

区分

入院

外来

区分

区分
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※当院における一般会計負担金の内訳は以下のとおりです。 

救急医療の確保に要する経費 共済追加費用の負担に要する経費 

高度医療に要する経費 企業債利子償還に要する経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費 企業債元金償還に要する経費 

小児医療に要する経費 建設改良に要する経費 

周産期医療に要する経費 院内保育所の運営に要する経費 

リハビリテーション医療に要する経費 
地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金公的

負担に要する経費 

地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 医師確保対策に要する経費 

 

（３）主な取組み内容と達成状況 

これまでの主な取組み内容については次のとおりですが、毎年度その達成状況について

評価、検証を行い、改革プランの数値目標の達成に向け、適宜見直しを行うこととします。 

 

１）民間的経営手法の導入 

①平成23年4月より、院内保育所を開設（民間委託）しました。365日、24時間保育に

より、勤務形態に応じて保育時間の設定が可能です。 

 

２）経費の節減・抑制対策 

①平成25年4月より物流システムを導入し、医薬品消費データの収集・分析を行い、経

営改善を図っております。 

②後発医薬品を積極的に採用し、薬品費の3.5％削減を目指します。 

③院内の一部にて、LEDへの切り替えを行いました。今後さらに推進して参ります。 

 

３）収入確保・増加対策 

①平成26年9月より、平日午後診療を救急体制に移行しました。 

②平成28年度に診療報酬請求・査定分析を行いました。 

③ＤＰＣの早期導入を目指します。 

④看護師の夜勤体制等、看護体制の強化を目指します。 

⑤後発医薬品使用体制加算を算定しています。 

⑥室料差額の見直しを行いました。 

⑦将来の人工透析の拡充を目指します。 

⑧健康診断・人間ドック・がん検診の拡充として、平成27年3月にPET-CTを導入しまし

た。継続した受診者の確保を目指し、受診料の半額程度を市が負担する政策を実施

しています。H28年度より、1日あたり6名から8人枠に拡充します。また、三沢市へ

のふるさと納税額により、健診を受けられる特典もあります。 

⑨在宅療養後方支援病院として、在宅医療機関の後方支援を行っています。 

⑩手術件数の拡充に取り組んでいます。 
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⑪平成28年10月より地域包括ケア病棟を開設し、在宅や介護施設への復帰支援に組ん

でいます。 

 

４）サービスの向上 

①平成22年11月の新病院開院時に下記のサービスを導入しました。 

・クレジットカード支払の導入 

・予約機能の拡充 

・自動精算機の導入 

・食堂のリニューアル（外部委託） 

・売店のリニューアル（外部委託） 

・ホームページのリニューアル 

②院内保安員を配置し、院内利用者の安全に努めています。 

③入院患者やその家族の心を癒すことを目的として、ハートフルコンサート（毎月）

を開催しております。 

④市民が病気などについて理解を深めることで、病気の予防を図ることを目的として、

院内公開講座（毎月）を開催しております。 

⑤情報提供による利用者の満足度向上と相互理解を深めることを目的として、病院広

報誌（年4回）を発行しています。 

 

５）業務の改善、職員の意識改革 

①平成22年11月の新病院開院時に下記を導入しました。 

・オーダリングシステムのフルオーダー化 

・放射線画像を中心としたフィルムレス化 

・電子カルテシステムの導入 

（平成26年11月に現行システムのバージョンアップ（新バージョンへ移行）を行

いました。） 

②収支構造の把握や分析を行う原価管理システムの導入を検討しています。 

③医療機器の中央管理の拡充を推進します。院内の機器情報を一元管理することによ

り、保守データや院内の使用状況などがリアルタイムに 把握することが可能となり、

資産の有効利用を図ります。 

④中長期職員研修を推進し、医療安全および医療の質の向上に努めて参ります。 

（医療安全研修、医療機器安全管理研修、感染管理研修、緩和ケア研修等） 

 

６）診療報酬請求精度の向上及び未収金対策の推進 

診療にかかった費用を確実に把握するとともに請求できるよう診療報酬請求精度の向上

を目指し、返戻の減少を図っていきます。 

また、未収金対策として、発生段階での取り組みを一層強化するとともに、速やかな電

話催告、訪問徴収等を実施し、法的措置の検討も含めて債権回収の強化を図ります。 
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７）安定した医療体制の確保 

限られた医療資源を有効に効果的に運用していくことが地域医療を維持していく上で重

要であり、医師・看護師不足の中で急性期医療と在宅医療機能を安定的に担っていくため、

医療スタッフの確保により病院機能の維持に努めます。 

 

６.再編・ネットワーク化 

（１）病・病連携、病・診連携 

中核的病院の地域医療連携担当部署においては、圏域の病院・診療所間における各種の

調整や、橋渡し役等を担い、必要に応じて研修会や勉強会を開催しつつ、相互の連携強化

を推進します。また、診療所・開業医と病院の継続的な治療を行い、住民の医療に対する

安心感・信頼感の高まりを促すとともに、病床の開放や医療施設・設備の共同利用の中で、

かかりつけ医と病院の病・診連携を推進します。 

 

１）地域医療情報ネットワークシステムの構築 

①遠隔医療システムの共同運用 

・弘前大学医学部消化器外科との連携により、画像解析転送システムを導入しました。

これにより、3D解析画像等のデータをリアルタイムに共有しながら、治療方針のディ

スカッションや手術前のアプローチを双方向で行うことが可能となり、綿密な治療戦

略に役立てています。また、蓄積されたデータを活用して、研究・教育・学会等への

幅広い応用を実現します。 

・東北６県のがん診療拠点病院でつくる「東北がんネットワーク」が構築したＴＶ会議

システムを応用した「広域放射線治療遠隔カンファレンスシステム」を導入し、がん

患者の治療について、重粒子線治療など高度な放射線治療を行うことができる医療機

関と連携し、幅広い治療方法の相談と選択が可能となるように努めます。 

・かかりつけ医と訪問看護部門及び介護福祉サービス提供機関とのアクセスによる状況

把握と治療の向上を図ります。 

・当院の救急部門と三沢市消防本部（救急隊）との連携を密にすることで、救命率の向

上を図ります。 

・かかりつけ医と市の担当部局とが連携することで日常的な健康管理の助言指導を行い

ます。 

②診療情報の提供 

医師情報（勤務医・当直医）、利用可能病床、検査日などの情報を患者及び医療機関

に提供します。 

③相互研修等 

・各種研修会・勉強会等を開催し、圏域医療機関等スタッフの資質の向上を図ります。 

・平成２７年度より、地域医療機関の皆様との懇談会を開催しています。 

 

２）大学等との連携 

①弘前大学や他の大学との連携を図り、定期的な医療スタッフの教育・研修・指導・助言

を行います。 
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②遠隔医療システムへの参画を推進します。 

 

３）医師会との連携 

①かかりつけ医の普及促進 

日常生活における健康管理や医療相談と病院で治療した後の療養を自宅できめ細かく

行うための、かかりつけ医の促進を図ります。 

 

４）保健・福祉部門との連携 

保健・医療・福祉のネットワークシステムを構築するためには包括ケアシステムの確立

が必要であり、疾病予防～急性・回復・維持・終末期の各病期における保健・医療・福祉

各機関の役割、サービス内容などの体系化に向けての「地域連携パス」の導入を推進しま

す。 

 

７.当院の戦略 

（１）病床機能の見直し 

地域医療構想で示された必要病床数と施策の方向性を考慮し、当院の病床機能の見直し

を行い、H28年10月より「地域包括ケア病棟」を開設しました。 

急性期治療を経過した患者、及び在宅において療養を行っている患者等の受け入れ並び

に患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担いま

す。 

 

（２）今後の取組方針 

当院が今後も急性期医療を維持･継続するための主な取組方針（急性期病院として担うべ

き役割）について、下記に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『断らない病院』 

①救急医療の提供（受入体制の強化） 

・総合医または内科系、外科系の複数医師による受入体制の整備 

 

『高機能病院』 

② 高度医療・先進医療の充実（継続的な提供） 

・医療機器の更新・拡充 

（手術支援ロボット（ダヴィンチ）、強度変調放射線治療（IMRT）、定位放射線

治療、画像誘導放射線治療（IGRT）など、がん治療機能の拡充） 

（ＭＲＩの更新：1.5Ｔから3.0Ｔへ、より精度の高い画像診断の実現） 

③ 在院日数の短縮 

・診療プロセスの標準化（クリティカルパスの拡充） 

・ＤＰＣの導入 
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８.経営形態について 

当院はこれまで、業務委託化の推進、人工透析や健康診断等の機能拡充、退職者の不補充

や諸手当の廃止等の取り組みを行い、平成11年度より黒字経営を続けておりましたが、平成

22年11月の新病院開院に伴う減価償却額の増加などにより、赤字経営が続いております。 

また、今後の病院をとりまく環境は、医師・看護師をはじめとする医療スタッフの確保の

問題、不採算部門の維持継続の問題、地方財政制度における公立病院に対する交付税措置は、

日々厳しくなってきております。 

今後、上十三圏域の基幹病院としての役割もますます増大していくものと見込まれ、更な

る良質な医療の提供を維持・継続していく必要があることから、当院は、経営の機動性、迅

速性の発揮、自立性の拡大等を図ることを目的に、平成25年4月から病院事業管理者を設置し

た地方公営企業法の全部適用に経営形態を移行しました。 

これにより、改革プランの取り組みを加速させるとともに、経営責任と権限の明確化のも

と、職員の意識改革を図り、病院経営の自立性を高め、医療を取り巻く目まぐるしい環境変

化に、より機動的かつ迅速、的確に対応することで良質な医療サービスの提供に努めます。 

 

９.実施状況の点検・評価・公表 

（１）点検・評価体制 

点検・評価等の結果、改革プラン対象期間のうち、遅くとも３年間が経過した時点にお

いて、改革プランで掲げた経営指標に係る数値目標の達成が著しく困難な状況になった場

合は、改革プランの全体を抜本的に見直し、経営形態の更なる見直しも含め、改革プラン

の全面的な改定を行うものとします。 

 

（２）公表 

改革プラン改訂版については、ホームページにて公表します。 

 

１０.その他特記事項 

今後の収益の確保及び費用の削減について、計画を達成できない場合は、計画の見直しに

よる更なる費用の削減等により、計画に掲げた各年度の「単年度資金不足額」の水準達成を

図ります。 
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【三沢市立三沢病院における主な課題と取組状況（要約）】

主な課題 主な取組内容（対策）
実施中
実施済

検討中

1 産科、周産期医療の確保 ①地域周産期母子医療センターの認定 ○

2 医師不足（医師確保） ①弘前大学の他、近隣県の医科大学への派遣要請 ○

②研修医の募集及び受入れによる正規職員化 ○

③病院ホームページでの医師募集 ○

④医師の研究・研修制度の充実 ○

⑤医局・図書室など職場環境の充実 ○

⑥土曜・休日保育、24時間保育の実施 ○

⑦短時間勤務正規職員制度などの導入 ○

⑧臨床研修体制の充実 ○

3 看護師不足（看護師確保） ①看護師の継続募集（ナースセンターの活用） ○

②土曜・休日保育、24時間保育の実施 ○

4 経費の削減・抑制 ①物流システムの導入（平成25年4月） ○

②後発医薬品の積極的採用 ○

③LEDへの切り替え推進 一部 ○

5 収益の確保・増加 ①平日午後診療を救急体制（平成26年9月） ○

②診療報酬請求・査定分析（平成28年度） ○

③ＤＰＣの導入 ○

④看護師の夜勤体制等、看護体制の強化 ○

⑤後発医薬品使用体制加算の算定 ○

⑥室料差額の見直し ○

⑦人工透析の拡充 ○

⑧健康診断・人間ドック・がん検診の拡充
　（平成27年3月にPET-CTを導入）

○

⑨在宅医療機関の後方支援 ○

⑩手術件数の拡充 ○

⑪地域包括病棟を開設（平成28年10月） ○

6 業務改善 ①電子カルテの導入（平成22年11月） ○

②原価管理システムの導入 ○

③医療機器の中央管理の拡充 ○

④中長期職員研修の推進 ○

7 診療報酬請求精度の向上 ①診療報酬請求・査定分析（平成28年度） ○

8 未収金対策 ①電話催告 ○

②訪問徴収 ○

③法的措置等の債権回収の強化 ○

9 再編・ネットワーク化 ①画像解析転送システムの導入（弘前大学） ○

②広域放射線治療遠隔カンファレンスシステムの導入
　（東北６県のがん診療拠点病院）

○

③診療情報の提供（患者及び医療機関への提供） ○

④相互研修等の開催（懇談会の開催：平成27年度） ○

⑤大学等との連携による定期的なスタッフの教育 ○

⑥大学等の遠隔医療システムへの参画の推進 ○

⑦医師会との連携（かかりつけ医の普及促進） ○

⑧保健・福祉部門との連携
　（「地域連携パス」の導入を推進）

○

10
救急医療の提供
（受入体制の強化）

①総合医または内科系、外科系の複数医師による受入体制の整備 ○

11 高度医療・先進医療の充実 ①医療機器の更新・拡充 ○

12 在院日数の短縮 ①クリティカルパスの拡充 ○

②ＤＰＣの導入 ○


